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   開     議 

 

 

○平 進介議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。よって、ただいまの出席議員は定足数に達

しております。 

 なお、土屋正人教育長から遅刻する旨の届出

がありましたので、ご報告いたします。 

 また、金子豊美議員、赤間 広議員、鈴木 

裕議員から資料の配付について申出があり、会

議規則第150条の規定により許可いたしました

ので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○平 進介議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 金子豊美議員の質問 

 

 

○平 進介議長 順位６番、議席番号６番、金子

豊美議員。 

  （６番金子豊美議員登壇） 

○６番 金子豊美議員 おはようございます。 

 師走の慌ただしい時期に入り、最初の大安吉

日の今日、12月４日から12月10日まで、「「誰

か」のこと じゃない。」をテーマとして、第

72回人権週間が実施されます。法務省によりま

すと、一部抜粋ですが、「法務省の人権擁護機

関では、1949年、昭和24年から毎年、人権デー

である12月10日を最終日とする１週間を「人権

週間」と定め、その期間中、各関係機関及び団

体の御協力を得て、世界人権宣言の趣旨及びそ

の重要性を広く皆様方に知っていただき、人権

尊重思想の普及高揚に努めてまいりました。 

 しかし、いまだに、いじめや虐待、外国人や

障害のある人、ハンセン病元患者とその家族な

どに対する偏見や差別、企業等における各種ハ

ラスメントなど、様々な人権問題が存在してい

ます。さらに、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大に伴って、感染症や医療従事者、またこ

れらの方々の家族などに対する偏見や差別とい

った様々な人権問題が発生するとともに、ＳＮ

Ｓ上で他人を誹謗中傷したり個人の名誉やプラ

イバシーを侵害したり、あるいは差別を助長す

るような情報を発信したりするといったインタ

ーネット上の人権侵害も深刻な問題となってい

ます。 

 そこで、本年も、12月４日から12月10日まで

の１週間を「第72回人権週間」と定め、様々な

メディアを利用しつつ、全国各地において集中

的に人権啓発活動を行います。」とのことです。 

 また、実施に当たっての法務大臣メッセージ

では、「今回、コロナ禍における新たな取組の

１つとして、人権週間の最終日であり、国連で

世界人権宣言が採択された記念の「人権デー」

である12月10日に、東京スカイツリーと東京タ

ワーを17色にライトアップします。17のカラー

は、「誰一人取り残さない」社会を実現するた

め、ＳＤＧｓが掲げた17のゴールを表現したも

のです。 

 今年は、新型コロナウイルス感染症に関連し

て、差別やいじめなど、様々な人権問題が発生

しました。また、ＳＮＳ上での誹謗中傷なども

社会問題になりました。感染対策を意識した


